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。
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い
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。
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七
回

一口門

0
3
2
t
c
s
e
が
政
治
意
識
の
代
表
的
な
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
国
会
議
員
の
理
念
的
な
代
表
性
は
選
挙
区
の
特
性
が
適
切
に
調
和
を
成
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
農
村
地
域

は
保
守
的
な
理
念
を
擁
護
す
る
政
治
家
が
、

工
場
の
勤
労
者
が
多
い
都
市
地
域
は
進
歩
的
な
理
念
を
擁
護
す
る
政
治
家
が
国
会
議
員
と
し

て
選
出
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
米
国
の
場
合
、
進
歩
的
な
理
念
を
も
っ
国
会
議
員
は
東
北
部
地
域
で
、
保
守
的
理
念
を
持
っ
て
い
る
国
会

議
員
は
南
部
地
域
で
多
く
選
出
さ
れ
る
こ
と
も
こ
の
理
由
で
あ
る
。

政
治
意
識
は
政
治
家
の
最
も
重
要
な
政
治
的
資
産
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
有
権
者
が
政
治
家
を
評
価
す
る
の
に
は
い
ろ
い
ろ
の
要
因
が
あ

る
。
能
力
、
資
質
、
人
格
、
経
歴
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
要
因
は
公
職
者
と
し
て
具
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
般
的

な
資
質
で
あ
り
、
政
治
家
と
い
う
点
に
局
限
す
る
時
、
政
治
意
識
は
政
治
家
の
固
有
の
資
質
に
該
当
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
韓
国
の
政
治
家

は
政
治
意
識
に
よ
っ
て
有
権
者
か
ら
審
判
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
い
。
そ
れ
よ
り
、
能
力
、
資
質
、
人
格
、
経
歴
な
ど
の
一
般
的
な
資
質

に
よ
っ
て
審
判
を
受
け
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
一
番
大
き
な
理
由
は
、
韓
国
の
政
党
が
「
理
念
政
党
」
で
は
な
く
、
寸
大
血
液
政
党
」
と
い
う

事
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

李
承
晩
政
権
下
の
自
由
党
と
民
主
党
、
朴
正
照
政
権
下
の
共
和
党
と
新
民
党
、
全
斗
規
政
権
下
の
民
正
党
と
民
韓
党
、
麗
泰
愚
政
権
下

の
民
正
党
、
民
主
党
、
平
民
党
が
与
・
野
党
を
構
成
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
政
党
は
多
少
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
す
べ
て
が
か
大
衆
政
党
。

で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
に
、
慮
泰
愚
政
権
下
で
与
党
で
あ
る
民
正
党
が
野
党
で
あ
る
民
主
党
お
よ
び
共
和
党
と
統
合
し
て
民
自
党
と
い
う
新
し
い
与

党
と
な
っ
た
の
も
、
こ
れ
ら
の
政
党
が
。
理
念
政
党
。
で
は
な
か
っ
た
か
ら
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

今
日
、

日
本
で
も
こ
う
し
た
現
象
が
見
ら
れ
て
い
る
。

一
九
九
三
年
自
民
党
の
一
党
支
配
が
終
わ
り
な
が
ら
、
現
在
ま
で
三
回
の
連
立



内
閣
が
構
成
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
連
立
内
閣
は
理
念
的
に
結
合
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
連
立
内
閣
は
理
念
よ
り
は
政
治
的
必
要

に
よ
っ
て
誕
生
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
特
に
、

一
ニ
回
自
の
自
民
党
と
社
会
党
と
の
連
立
内
閣
は
こ
う
し
た
事
実
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

韓
国
の
政
党
が
大
部
分
が
「
大
衆
政
党
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
国
会
議
員
の
選
挙
が
か
争
点
競
争
(
目
的
出

5
2己
2
片
)
。
よ
り
は
か
人

物
競
争
(
ぴ

g
q
g
E
g門
)
。
に
よ
っ
て
主
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
韓
国
の
政
治
家
は
政
治
意
識
よ
り
は
能

力
、
資
質
、
人
格
、
経
歴
な
ど
個
人
的
な
要
素
に
よ
っ
て
有
権
者
の
審
判
を
受
け
る
。
こ
の
た
め
に
個
人
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
が
選
挙
戦

略
の
核
心
と
な
る
場
合
が
多
い
。

か
イ
メ
ー
ジ
政
泊
。
は
決
し
て
望
ま
し
い
政
治
で
は
な
い
。

イ
メ
ー
ジ
は
実
像
(
円

S
E可
)

で
は
な
く
、
虚
像
(
沼
田
邑

C
5巴
広
三

で、

あ
り
、
グ
イ
メ
ー
ジ
政
治
4

と
は
一
一
一
口
口
で
い
え
ば
本
質
の
な
い
政
治
で
あ
る
。
従
っ
て
政
治
家
が
イ
メ
ー
ジ
政
治
だ
け
に
執
着
す
る
場
合
、

健
全
な
政
治
発
展
を
期
待
し
難
い
。

イ
メ
ー
ジ
政
治
が
蔓
延
す
れ
ば
国
会
議
員
は
与
え
ら
れ
た
任
務
で
あ
る
国
一
撃
に
忠
実
と
な
る
よ
り
は
有
権
者
に
ど
う
す
れ
ば
良
く
見
せ

る
か
と
い
う
広
報
的
次
元
の
こ
と
だ
け
に
没
頭
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、

イ
メ
ー
ジ
志
向
的
な
政
治
家
は
自
身
の
名
前
が
言
論
に
よ
く

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
も
っ
と
熱
心
に
な
る
。

イ
メ
ー
ジ
政
治
を
終
息
さ
せ
て
、
政
治
が
国
民
の
政
治
的
要
望
を
反
映
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
本
然
の
姿
に
‘
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
政

治
家
が
持
っ
て
い
る
政
治
意
識
が
何
で
あ
る
か
を
正
確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
本
研
究
は
韓
国
の
政
治
家
の
政
治
意
識
を

国
会
議
員
の
政
治
観
と
経
済
観
を
通
じ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
。

国
会
議
員
の
政
治
意
識
は
政
党
に
例
え
る
と
政
策
及
び
政
綱
に
当
た
る
。
政
党
の
政
策
及
び
政
綱
に
よ
っ
て
政
党
の
性
格
が
定
め
ら
れ

韓
国
国
会
議
員
の
政
治
意
識
の
研
究

一
七
五



一
七
六

る
よ
う
に
国
会
議
員
の
政
治
意
識
に
よ
っ
て
国
会
議
員
の
性
格
が
定
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
有
権
者
は
政
治
家
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
政
治

意
識
に
よ
っ
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
悶
会
議
員
の
政
治
意
識
は
韓
国
の
有
権
者
に
あ
り
の
ま
ま
に
伝
達
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
国
会
議
員
の
政
治
意
識
が
党
利

党
略
な
ど
に
よ
っ
て
現
実
の
政
治
世
界
に
対
し
て
そ
の
ま
ま
影
響
力
を
行
使
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
言
論
も
理
念
と
し
て
代
表
さ
れ
る
政

治
家
の
本
質
よ
り
は
政
治
家
の
象
徴
的
ゼ
ス
チ
ュ
ア
な
ど
と
報
道
す
る
こ
と
に
慣
れ
、
国
会
議
員
の
政
治
的
本
質
を
報
道
す
る
こ
と
を
瞭

ん
じ
て
き
た
。
そ
し
て
国
会
議
員
も
政
治
意
識
を
維
持
し
、
間
四
守
す
る
よ
り
は
突
飛
な
行
動
を
通
じ
て
自
身
の
名
前
が
メ
ス
メ
デ
ィ
ア
な

ど
に
登
場
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
。

本
研
究
は
こ
の
よ
う
な
韓
国
政
治
の
問
題
点
を
改
善
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
有
権
者
に
協
会
議
員
の
政
治
意
識
に
対

す
る
情
報
を
正
確
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
権
者
が
国
会
議
員
を
客
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

研
究
及
び
研
究
結
果
の
公
聞
が
葛
藤
と
対
立
を
克
服
し
、
韓
国
の
政
党
政
治
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
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研
究
方
法

本
研
究
の
た
め
に

Q
i方
法
論
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
。

Q
l方
法
論
は
自
己
指
示
的
(
話
}
叫

izrzE)で
あ
る
設
問
や
意
見
の
陳
述

の
よ
う
な
設
問
を
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
態
度
及
び
意
識
を
操
作
的
に
定
義
す
る
一
種
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
る
。
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Q
}
;
方
法
論
の
創
始
者
で
あ
る
シ
テ
ィ
ブ
ン
ス
ン
(
当
日

2
5
2
3
Z
5
3
)
に
よ
れ
ば
Q
1
1方
法
論
は
個
人
の
回
想
、
相
手
を
通
じ

て
見
た
自
身
の
反
映
、
個
人
の
自
己
観
察
及
び
投
影
、
そ
の
外
に
も
よ
り
明
白
に
主
観
的
な
こ
と
を
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
体
系
的
な

道
を
提
示
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
国
会
議
員
の
政
治
観
及
び
経
済
観
を
把
握
す
る
た
め
の
本
研
究
に
お
け
る

Q
l方
法
論
の
使
用
は
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

要
素
分
析

(
E
2
2
吉
弘
3
2
)
は
Q

|
方
法
論
の
た
め
の
基
本
的
な
統
計
で
あ
る
。
要
素
分
析
は
変
数
(
ぐ
問
芯

E
2
)
の
相
関
関
係

マ
ト
リ
ッ
ク
ス
合

2
2
g
z
oロ
吉
川
広
三
と
と
一
緒
に
始
め
て
研
究
す
る
現
象
が
い
く
つ
か
の
因
子
の
中
に
包
含
さ
れ
る
う
る
か
の
可
否
を

決
定
す
る
統
計
で
あ
る
。

要
素
分
析
は

Q
1
テ
ク
ニ
ッ
ク
よ
り

R
l
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
た
め
に
主
に
使
わ
れ
て
き
た
。

Q
i方
法
論
は
要
素
分
析
の
特
別
な
使
用
法

で
あ
る
O
R

方
法
論
が
。
相
互
依
存
的
分
析
(
互
奇
骨
宮
昆

gミ
山
口
出
}
冨
山
田
)
。
と
す
る
な
ら
ば
、

Q

方
法
論
は
か
従
属
的
分
析

(
門
凶

2
河口円山ぬ
D
h
v可
知

H
g
q団
山
由
)
。
で
あ
る
。

相
互
依
存
的
分
析
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
も
影
響
さ
れ
な
い
純
粋
な
状
態
で
デ
1
タ
間
の
関
係
を
発
見
す
る
作
業
で
あ
る
。

反
面
、
要
素
分
析
の
従
属
的
方
式
は
非
常
に
異
な
る
よ
う
に
進
行
さ
れ
る
。
そ
れ
に
特
別
な
事
前
作
業
に
よ
っ
て
願
う
関
心
事
を
経
験
的

に
研
究
に
挿
入
さ
せ
る
。

国
会
議
員
の
政
治
観
及
び
経
済
観
に
関
す
る
デ

l
タ
を
収
集
す
る
た
め
に

Q
i方
法
論
の
使
わ
れ
、

Q
l方
法
論
に
使
用
さ
れ
る
設
問

を
作
成
す
る
た
め
に
本
格
的
な
文
献
研
究
を
進
行
し
た
。
本
方
法
論
の
最
初
の
作
業
は

Q
l
サ
ン
プ
ル
、
あ
る
い
は

Q
l設
問
と
呼
ば
れ

韓
国
国
会
議
員
の
政
治
意
識
の
研
究

一
七
七



一
七
八

る
設
問
の
作
成
で
あ
る
。

Q
i設
問
を
作
成
し
た
後
、
個
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
。

Q
lサ
ン
プ
ル
の
中
に
隠
れ
て
い
る
仮
定
の

一
つ
は
与
え
ら
れ
た
主
題
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
母
集
団
が
あ
り
、

Q

サ
ン
プ
ル
は
母
集
団
の
意
見
陳
述
設
問
の
サ
ン
プ
ル
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

Q
iサ
ン
プ
ル
は
ど
ん
な
理
論
や
仮
定
を
反
映
す
る
た
め
に
構
成
さ
れ
た
り
す
る
が
、
全
体
的
な
構
成
を
必
要
と
し
な
い

こ
と
も
あ
り
得
る
。
ま
た
、

Q
lサ
ン
プ
ル
は
文
献
か
ら
得
ら
れ
た
り
も
す
る
が
、
深
層
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
本
研
究
は
二
つ
の
方
法
を
す
べ
て
活
用
し
て
弘
個
の

Q
l設
問
を
作
成
し
た
。
こ
の
設
問
を
持
っ
て
、
こ
の
分
野
の
五
名
の
関
連
専

門
家
を
相
手
に
下
調
べ
を
実
施
し
た
。

下
調
べ
の
結
果
、

Q

設
問
の
中
で
内
容
が
重
ね
た
り
、
意
味
が
不
分
明
で
あ
る
と
判
明
さ
れ
た

M
個
の

Q
i設
聞
を
除
い
て
最
終
的

に
却
個
の

Q
l設
問
を
完
成
し
た
。
初
個
の

Q
i
i設
問
は
日
個
の
政
治
観
を
把
握
す
る
設
問
と
し
て
構
成
さ
れ
た
。
政
治
観
は
エ
リ
ー
ト

主
義
と
民
主
主
義
の
次
元
で
、
経
済
観
は
市
場
経
済
主
義
と
政
府
干
渉
主
義
と
に
構
成
し
た
。
表
1
と
表
2
は
最
終
的
に
完
成
さ
れ
た
却

個
の
0
・
設
問
で
あ
る
。

調
査
方
法
に
設
問
紙
配
布
方
式
を
採
択
し
、
配
ら
れ
た
設
問
紙
は
都
合
同
枚
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
伺
枚
し
か
回
収
さ
れ
な
か
っ
た
。

国
会
議
員
を
相
手
に
し
た
調
査
で
あ
っ
た
の
で
設
問
紙
の
回
収
に
困
難
さ
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

Q
i方
法
論
に
お
け
る
P

|
サ
ン
プ

ノレ

(
本
調
査
で
は
国
会
議
員
)

の
大
き
さ
は
問
題
視
さ
れ
な
い
た
め
侃
名
の
国
会
議
員
の
応
答
で
分
析
を
試
み
た
。
調
査
期
聞
は
例
年
8

月
か
ら

9
月
訪
日
ま
で
二
十
日
間
で
あ
っ
た
。



政治観を把握するためのQ--設問表 1

7c 

1 .少数意見は多くの場合真実とは距離が遠い意見であ
る。

2.韓国の社会が望ましい社会となるためにはエリートの
役割が重要である。

3.権威主義(authoritarian)とは異なり権威(authority)
は社会的に尊重きれなければならない。

4.今日の程度tこ生活ができるようになったのは朴正熊の
リーダシップに装づく所が大きい

5.国民に多くの自由を許容すれば放縦に流れやすい。

6.国民が原買わなければ仕事の正当性の是非に関係なく放
棄することが望ましい態度である。

7 .国民の誤った政治意識が政治発展において大きな障害
物である。

8.最終決定権者に権力が集中されることで効率的な政府
運営が可能になる。

9 i一人一票主義に」に立脚して行なわれている現行の
選挙制度は効率的な制度である。

10.主流から外れた少数意見であっても多くの場合におい
て傾聴する必要がある。

11.民主主義が正しく機能するためには立法権が司法権・
行政権に優先されなければならない。

12.韓国の国民は民主主義を運営する能力を充分に備えて
いる。

13.現在の政府は「文民政府」と言われているが、国事の重
要決定過程を見ると過去の政府と大きく異なっていな
し〉。

14.国民の基本権は如何なることがあろうとも制約されて
はいけない。

15.国家が誤っている場合に備えて「国民抵抗権」は憲法
で当然に認められなければならない。

エリート主義

エリート主義

エリート主義

エリート主義

エリート主義

エリート主義

エリート主義

エリート主義

民 主 主 義

民主主義

民主主義

民主主義

民主主義

民主主義

次政治観のQ -設問

韓
国
国
会
議
員
の
政
治
意
識
の
研
究

民 主 主 義

七
九



表 2 経済観を把握するためのQ~-設関

経済観のQ…設問 フじ

1. rti場経済体制を倣立することのみが北朝鮮との体制競!市場経済主義
争に勝利する唯一の遂である。

2. I貿易立国」のスローガンの下でウルグアイラウンド|市場経済主義
体制を支持することが賢明な態度である。 I

3.政府が企業に対して間有業種を指定することは企業の|市場経済主義
競争力を弱化させるばかりである。

4.企業人は税金を正しく納めればいくらお金を設けても!市場経済主義
そのことが問題ではない。 I

5.韓国の公共料金は琉笑と合わず副作用が多いので(安|市場経済主義
い電気料金のために節約精神の不足、安い地下鉄のため i

に投資促進の低下、安い鉄道の料金のために技術開発の
鈍化)韓国と類似した他の留の水準に引き上げるべきで
ある。

6.公企業の下では企業が効撃的に機能できないため公企|市場経済主義
業は私企業に転換させる方が望ましい。 I

7.消費者の権利を保護するためには農業でも市場経済原|市場経済主義
現が導入きれなければならない。 I

8.今日の企業がその規模を大きく拡大していることは国!市場経済主義
際化時代におげる競争で生き残るための適切な選択であ
る。

9 経済を企業家だけに任せては経済の機能がよく作動し l政府干渉主義
ない-

10 閣の経済力の集中が深化される場合、経済の効率性|政府干渉主義
lこ損傷を受げることがあっても政府がこの問題の解決の
ために介入しなければならない。

11.政府が大企業の中小企業業穏に対する参入を防いで、い|政府干渉主義
ることは適切な措置である。 I

12.経済の活力のために「小さな政府」となるべきである|政府干渉主義
という主張もあるが、それは韓国の状況に合わない。 I

13. r警の増加」か「富の平等」かという二つのスローガ i政府干渉主義
ンの中で二者択一をするとすればそれは箆の平等であ
る。

14.農民は我らの主食を生産する人々であるから閏家に|政府干渉主義
よって保護されることは当然である。 I

15.不良企業が発生したら失業者が議産されるなど社会的 i政府干渉主義
な問題が発生するので政府が不良企業を放置するよりは
支援することがより望ましい態度である。

!¥ 。



i
 

i
 

i
 
結
果
及
び
分
析

政
治
観
に
よ
る
類
型
化

の
政
治
観
を
民
主
主
義
i
エ
リ
ー
ト
主
義
の
観
点
か
ら
把
握
し
て
観
た
結
果
、
民
主
主
義
の
類
型
に
属
す
る
国
会
議
員
は
判

名

エ
リ
ー
ト
主
義
の
類
型
に
属
す
る
国
会
議
員
は
加
名
に
表
れ
た
(
表
3
及
び
表
4
)
。
こ
の
中
で
統
計
学
的
に
有
意
味
な
結
果
を
示
し

た
国
会
議
員
は
民
主
主
義
の
類
型
が
指
名
、

エ
リ
ー
ト
主
義
の
類
型
が

8
名
で
あ
る

(
Z
1
1
点
数
が
一
、

0
0
0以
上
で
あ
る
議
員
)
。

従
っ
て
、
韓
国
の
国
会
議
員
は
民
主
主
義
の
類
型
が
エ
リ
ー
ト
、
ま
義
の
類
型
よ
り
多
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

政
党
別
に
比
べ
れ
ば
野
党
議
員
は
民
主
主
義
の
類
型
に
、
与
党
議
員
は
エ
リ
ー
ト
主
義
の
類
型
に
多
い
と
い
う
こ
と
が
表
れ
た
。
(
*
表
3

と
表
4
省
略
)

国
会
議
員
の
こ
う
し
た
区
分
は
次
の
よ
う
な
事
実
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
民
主
主
義
の
類
型
に
属
す
る
国
会
議
員
は
汐
国

民
の
基
本
権
は
如
何
な
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
制
約
さ
れ
て
は
い
け
な
い
(
民
主
主
義
)
ヘ
グ
韓
国
の
国
民
は
民
主
主
義
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
能
力
を
充
分
に
備
え
て
い
る
(
民
主
主
義
〉
て
か
国
家
が
誤
っ
て
い
る
場
合
に
備
え
て
「
国
民
抵
抗
権
」
は
憲
法
で
当
黙
に
認
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
民
主
主
義
)
ヘ
グ
現
在
の
政
府
は
「
文
民
政
府
し
と
一
言
わ
れ
て
い
る
が
、
閤
事
の
重
要
決
定
過
程
を
見
る
と
過
去
の

政
府
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
な
い
(
民
主
主
義

γ
と
い
う
項
目
に
お
い
て
は
統
計
学
的
に
有
意
味
な
肯
定
的
態
度
を
と
っ
た

(
Z

点
数

一、

0
0
0以
上
)
。

反
面
、
か
主
流
か
ら
外
れ
た
少
数
意
見
は
多
く
の
場
合
真
実
と
距
離
が
遠
い

(
エ
リ
ー
ト
主
義
)
ヘ
」
閥
民
に
多
く
の
自
由
を
許
容
す
れ

韓
国
国
会
議
員
の
政
治
意
識
の
研
究

J¥ 



表5 民主主義の類型を示す設問及びZ一点数の配列

政治観のQ一設問 IZ一点数

国民の基本擦は如何なることがあろうとも制約されてはいけな I1.47 
い。(民)

韓国の国民は民主主義を運営する能力を充分に備えている。(民)I 1. 21 
国家が誤っている場合に備えて「国民抵抗権」は憲法で当然に認 I 1.03 
められなければならない。(民)

現在の政府は「文民政府」と言われているが、主要な意思決定過 I0.98 
穏を見ると過去のように権威主義的である。(民)

「一人一票主義に」に立御して行なわれている現行の選挙制度は 1 0.63 
効率的な制度である。(民)

権威主義とは別に権威は社会的に尊重されなければならない。(エ I 0.62 
リート)

主流から外れた少数意見であっても多くの場合において傾聴する I 0.47 
必要がある。(民)

国民が願わなければ仕事の正当性の是非に関係なく放棄すること I 0.30 
が望ましい態度である。(民)

民主主義が正しく機能するためには立法権が司法権・行政権に優 1-0.01
先きれなければならない。(民)

韓国の社会が望ましい社会となるためにはエリートの役割が重要 1-0.54
である。{エリート)

国民の誤った政治意識が政治発展において大きな障害物であるの 1-0.78 
(エリート)

今日の程度に生活ができるようになったのは朴正照のリーダシッ I-1.21 
プに基づく所が大きい。(エリート)

効率的な政府運営のために最終決定権者に権力が集中されなけれ I-1.27 
ばならない。(エリート)

国民の多くの自由を許容すれば放縦に流れやすい。(エリート) I -1.29 
主流から外れた少数意見は多くの場合、真実とは距離が遠い意見 I-1.62 
である。(エリ←ト)

事(民)は民主主義を〈エリート)はエリート主義を意味する。

J¥ 



エリート主義の類型の性格を示す設問及びZ一点数の配列表6

l.38 

l.20 

0.74 

0.66 

0.14 

0.07 

0.04 

0.18 

--0.52 

権裁主義とは別に権威は社会的に尊重されなければなら
リート)

韓国の社会が望ましい社会となるためにはエリートの役割が重要
である。(エリート)

今日の程度に生活ができるようになったのは朴正黙のリーダシッ
プに基づく所が大きい。(エリート)

国民が願わなければ仕事の正当性の是非に関係なく放棄すること
が望ましい態度で、ある。(こにリート)

「一人一票主義に」に立脚して行なわれている現行の選挙制度は L

効率的な制度である。(民)

国民に多く¥の自由を許容すれば放縦に流れやすい。(エリート)

現在の政府は「文民政府」と言われているが、主要な意思決定過
程を見ると過去のように権威主義的である。(民)

主流から外れた小数意見であっても多くの場合において傾聴する
必要がある。(民)

韓国の悶民は民主主義を運営する能力を充分に備えている。(民)

国家が誤っている場合に備えて「国民抵抗権」は憲法で当然に認
められなければならない。(民)

国民の誤った政治意識が政治発展において大きな障害物である。 I-0.57 
(エリート)

少数意見は多くの場合、真実とは距離が遠い意見である。(エリー
ト)

立法権が行政・司法権に優先されなければ民主主義が正しく機能
できなくなる。(エリート)

効率的な政府運営のためには最終決定権者に権力が集中されなけ
ればならない。(エリート)

国民の基本権は如何なるととがあろうとも制約されではならな
い。(民)

0.89 

-1.03 

l. 43 

政治観のQ-設問

韓
国
国
会
議
員
の
政
治
意
識
の
研
究

-1.54 

キ(民)は民主主義を(エリート)はエリート主義を意味する。
一
八
三



一
八
四

ば
放
縦
に
流
れ
や
す
い
(
エ
リ
ー
ト
主
義
)
ヘ
グ
効
申
学
的
な
政
府
運
営
の
た
め
に
は
最
終
決
定
権
者
に
権
力
が
集
中
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
〈
エ
リ
ー
ト
、
五
義
)
。
;
今
日
の
程
度
に
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
朴
正
熊
の
リ
!
ダ
シ
ッ
プ
に
基
づ
く
所
が
大
き
い
(
エ
リ
!

ト
主
義
)
。
と
い
う
項
目
に
お
い
て
は
統
計
学
的
に
有
意
味
な
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
た

(
Z

点
数
1

一、

0
0
0以
上
)
。

従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
類
型
に
属
す
る
国
会
議
員
は
民
主
主
義
を
好
む
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
肯
定
的
な
態
度
を
、

エ
リ
ー
ト
主
義

を
好
む
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
否
定
的
な
態
度
を
示
し
た

(表
5
1

エ
リ
ー
ト
主
義
の
類
型
に
属
す
る
国
会
議
員
は
か
権
威
主
義
と
は
別
に
権
威
は
社
会
的
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

〈
エ
リ
ー
ト

ヘ
P

韓
国
の
社
会
が
望
ま
し
い
社
会
と
な
る
た
め
に
は
民
主
よ
り
は
エ
リ
ー
ト
の
役
割
が
震
要
で
あ
る
。
(
エ
リ
ー
ト
主
義
)
ヘ
ぷ
ヴ

日
の
程
度
に
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
朴
正
眼
の
リ
ー
ダ
シ
ッ
プ
に
基
づ
く
所
が
大
き
い
。
(
エ
リ
ー
ト
主
義

γ
と
い
う
項
目

に
お
い
て
は
統
計
学
的
に
有
意
味
な
肯
定
的
態
度
を
と
っ
た
。

伊
国
民
の
基
本
権
は
如
何
な
る

F

」
と
が
あ
ろ
う
と
も
制
約
さ
れ
て
は
い
け
な
い

(
民
主
主
義
)
ヘ
汐
効
率
的
な
政
府
運
営
の
た
め

に
最
終
決
定
権
者
に
権
力
が
集
中
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
エ
リ
ー
ト
主
義
)
ヘ
グ
立
法
権
が
行
政
・
司
法
権
に
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
民

主
主
義
が
正
し
く
機
能
で
き
な
く
な
る

(
民
主
主
義

Y
と
い
う
項
目
に
お
い
て
は
統
計
学
的
に
有
意
味
な
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
た
。

従
ー
っ
て
、
こ
れ
ら
の
類
型
に
隠
す
る
国
会
議
員
は
エ
リ
ー
ト
主
義
を
好
む
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
お
む
む
ね
肯
定
的
な
態
度
を
、

民
主
主
義
を
野
む
か
と
い
う
費
問
に
対
し
て
は
否
定
的
な
態
度
を
示
し
た
(
表
6
)
。

経
清
観
に
よ
る
類
型
化

の
経
済
観
を
政
府
干
渉
主
義
市
場
経
済
主
義
の
次
元
で
分
析
し
た
結
果
、
政
府
干
渉
主
義
の
類
型
に
属
す
る
国
会
議
員
は



指
名
、
市
場
経
済
主
義
の
類
型
に
属
す
る
間
会
議
員
は
却
名
で
あ
っ
た
(
表
?
と
表
8
っ
こ
の
中
で
統
計
学
的
に
有
意
味
な
結
果
を
示
し

た
国
会
議
員
は
政
府
干
渉
主
義
の
類
型
が
日
名
、
市
場
経
済
主
義
の
類
型
が
口
名
で
あ
っ
た

(
Z
i
!
点
数
が
て

0
0
0以
上
で
あ
る
議

長)。従
っ
て
、
韓
国
の
国
会
議
員
に
お
い
て
政
府
干
渉
主
義
の
類
型
と
市
場
経
済
主
義
の
類
型
は
飢
た
り
依
っ
た
り
に
分
布
し
て
い
る
こ
と

ま
た
、
政
府
干
渉
主
義
の
類
型
が
市
場
経
済
主
義
の
類
型
よ
り
や
や
多
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
政
党
別
に
比
較
し
て
見

れ
ば
野
党
議
員
は
政
府
干
渉
主
義
の
類
型
に
、
与
党
議
員
は
市
場
経
済
主
義
の
類
型
に
多
い
と
い
う
結
巣
も
示
し
た
。

(表
7
と
表
8
は
省
略
)

国
会
議
員
の
こ
う
し
た
区
分
は
次
の
よ
う
な
事
実
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
政
府
干
渉
主
義
の
類
型
に
属
す
る
国
会
議
員

は
ρ
政
府
が
中
小
企
業
を
保
護
す
る
た
め
に
税
制
及
び
金
融
支
接
、
大
企
業
の
中
小
企
業
業
種
に
対
す
る
参
入
を
防
い
で
い
る
こ
と
は
適

切
な
措
置
で
あ
る
。
(
政
府
干
渉
主
義

γ
。
か
財
閥
の
経
済
力
の
集
中
が
深
化
さ
れ
る
場
合
、
経
済
の
効
率
性
に
損
傷
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ

て
も
政
府
は
こ
の
間
題
の
解
決
の
た
め
に
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
政
府
干
渉
主
義
)
ヘ
ヱ
小
良
企
業
が
発
生
し
た
ら
失
業
者
が
量

産
さ
れ
る
な
ど
社
会
的
な
問
題
が
発
生
す
る
の
で
政
府
が
不
良
企
業
を
放
置
し
て
は
な
ら
ず
、
救
済
す
べ
き
で
あ
る
。
(
政
府
干
渉
主
義
)
ヘ

か
均
百
問
の
増
加
か
富
の
平
等
か
の
中
で
一
つ
を
選
択
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
富
の
平
等
で
あ
る
。
(
政
府
干
渉
主
義
)
ヘ
か
農
民
は
我
ら
の
主
食

を
生
産
す
る
人
々
で
あ
る
か
ら
国
家
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
(
政
府
干
渉
主
義
Y
と
い
う
項
目
に
お
い
て
統
計
学

的
に
有
意
味
な
肯
定
的
な
態
度
を
と
っ
た

(
Z
i点
数
が
一
、

0
0
0以
上
)
。

反
面
、
，
企
業
人
は
税
金
を
正
し
く
納
め
れ
ば
い
く
ら
お
金
を
設
け
て
も
そ
の
こ
と
が
問
題
で
は
な
い

(
市
場
経
済
主
義
)
ヘ
か
政
府
が

財
関
の
か
蛸
の
足
の
方
式
(
何
事
に
も
手
を
出
す
)

の
経
営
々
の
防
止
の
た
め
に
財
閥
に
対
し
て
専
門
業
種
を
指
定
す
る
こ
と
は
究
極
的

韓
国
国
会
議
員
の
政
治
意
識
の
研
究
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に
は
韓
国
企
業
の
国
際
競
争
力
を
弱
化
さ
せ
る
ば
か
り
で
あ
る
(
市
場
経
済
主
義
)
ヘ

定
的
な
態
度
を
と
っ
た

(
Z
i点
数
が
て

0
0
0以
上
)
。

と
い
う
項
目
に
お
い
て
統
計
学
的
に
有
意
味
な
否

従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
類
型
に
属
す
る
国
会
議
員
は
政
府
干
渉
主
義
を
好
む
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
お
む
む
ね
肯
定
的
な
態
度
を
、

市
場
経
済
主
義
を
好
む
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
否
定
的
な
態
度
を
示
し
た

(表
9
)
。

ま
た
、
市
場
経
済
主
義
の
類
型
に
属
す
る
国
会
議
員
は
か
市
場
経
済
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
の
み
が
北
朝
鮮
と
の
体
制
競
争
で
勝
利
す

る
唯
一
の
道
で
あ
る
ヘ
グ
「
貿
易
立
国
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
体
制
を
支
持
す
る
こ
と
が
賢
明
な
態
度
で
あ
る
ヘ

と
い
う
項
目
に
お
い
て
は
統
計
学
的
に
有
意
味
な
肯
定
的
な
態
度
を
と
っ
た

(
Z
i点
数
が
一
、

0
0
0以
上
)
。

反
一
期
、
汐
経
済
の
活
力
の
た
め
に
小
さ
な
政
府
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
韓
国
の
実
情
に
照
ら
し
て
見
る
時
、

時
期
早
朝
で
あ
る
(
政
府
干
渉
主
義
)
ヘ
グ
政
府
が
財
間
の
か
蛸
の
足
の
方
式
(
何
事
に
も
予
を
出
す
)
の
経
営
。
の
防
止
の
た
め
に
財
閥

に
対
し
て
専
門
業
種
を
指
定
す
る
こ
と
は
究
極
的
に
は
韓
国
企
業
の
国
際
競
争
力
を
弱
化
さ
せ
る
ば
か
り
で
あ
る

(
市
場
経
済
主
義
)
ヘ

。
不
良
企
業
が
発
生
し
た
ら
失
業
者
が

さ
れ
る
な
ど
社
会
的
な
問
題
が
発
生
す
る
の
で
政
府
が
不
良
企
業
を
放
置
し
て
は
い
け
な
い

し
、
救
済
す
べ
き
で
あ
る
(
政
府
千
渉
主
義
)
ヘ

4
園
の
増
加
か
富
の
平
等
か
の
中
で
一
つ
を
選
択
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
富
の
平
等
で
あ

る
(
政
府
干
渉
主
義
)
ヘ

m
中
央
政
府
が
地
域
の
均
衡
的
な
発
展
の
た
め
に
積
極
に
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
々
と
い
う
項
目
に
お
い
て

は
統
計
学
的
に
有
意
味
な
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
た

(
Z
l点
数
が
一
、

0
0
0以
上
)
。

従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
類
型
に
属
す
る
国
会
議
員
は
市
場
経
済
主
義
を
好
む
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
お
む
な
ね
肯
定
的
な
態
度
を
、

政
府
干
渉
主
義
を
好
む
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
否
定
的
な
態
度
を
示
し
た

(
表
山
)
。



政府』干渉主義の類型の性格を示す設問及びZ一点数の配列

経済観のQ--設問 IZ一点数

1 .政府が大企業の中小企業業種に対する参入を防いでいること 1.69 
は適切な措置である。(政府) i 

2.財閥の経済カが深化される場合、経済の効率性に損傷を受け
ることがあっても政府がこの問題の解決のために介入しなけれ
ばならない。(政府)

3.不良企業が発生したら失業者が量産されるなど社会的な問題
が発生するので政府が不良企業を放霞するよりは支援すること
がより望ましい態度である。(政府)

4.富の場カロか寓の平等かの中で一つを選択するとすればそれは
答の平等である。(政府)

5.農民は我らの主食を生産する人々であるから国家によって保
護されることは当然である。(政府)

6.経済を企業家だけに任せては綴済の機能がよく作動しない。
(政府)

7.市場経済体制を確立することのみが北朝鮮との体制競争に勝
利する唯一の道である。(市場)

8 公企業の下では企業が効率的に機能できないため公企業は私
企業に転換させる方が望ましい。(市場)

9 韓国の公共料金は現実と合わず副作用が多いので(安い電気
科金のために節約精神の不足、安い地下鉄の料金のために投資
促進の低下、安い鉄道の料金のために技術開発の鈍化)韓国と
類似した他の国の水準に引きとげるべきである。(市場)

10.貿易立国のスローガンの下でウルグアイラウンド体制を支持
することが賢明な態度である。(市場)

11.今日の企業がその規模を大きく拡大していることは国際化時
代における競争で生き残るための適切な選択である。(市場)

12.消費者の権利を保護するためには農業でも市場経済原理が導
入されなければならない。(市場)

13.財閥の経済力の集中が深化される場合、経済の効率性に損傷
を受けることがあっても政府がこの問題の解決のために介入し
ければならない。(市場)

14.政府が企業に対して固有業種を指定することは企業の競争力
を弱化させるばかりである。(市場)

15.企業人は税金を正しく納めればいくらお金を設けてもそのこ
とが問題ではない。(市場)

ホ(政府)は政府干渉主義を(市場)は市場経済主義を意味する。

表 9
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0.30 
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表10 政府干渉主義の類型の性格を示す設問及びZ一点数の配列

経済観のQ~-設問 !Z点数

1.市場経済体制を確立することのみが北朝鮮との体制競争tヰ券I2.24 
利する唯一の道である。(市場) 1 

2. r貿易立国」のスローガンでウルグアイラウンド体制を支j守I 1.56 
することが賢明な態度である。(市場) i 

3.公企業の下では企業が効率的に機能できないため公企業は私 I 0.70 
企業に転換させる方が望ましい。(市場) I 

4 .政府が大企業の中小企業業種に対する参入を紡いでいること I0.69 
は適切な猪置である。(政府) I 

5.財閣の経済力の集中が深化される場合、経済の効率性に損{努 I0.66 
を受けることがあっても政府はこの問題の解決のために介入しi
ければならない。(市場) i 

6.韓国の公共料金は現実と合わず副作用が多いので(安い電j気I0.07 
科金のために節約精神の不足、安い地下鉄の料金のために投資|
促進の低下、安い鉄道の料金のために技術開発の鈍化)韓国と!
類似した他の悶の水準に引き上げるべきである。(市場) I 

7 .経済を企業家だけに任せては経済の機能がよく作動しない。 o.rn
(政府) i 

8.消費者の権利を保護するためには農業でも市場経済原理が導 -0.11 
入きれなければならなし為。(市場)

9.企業人は税金を正しく納めればいくらお金を設けてもそのこ -0.24 
とが問題ではない。(市場) I 

10.今日の食業がその規模を大きく拡大していることは国際化時 一0.44
代における競争で生き残るための適切な選択である。(市場) 1 

11.農民は我らの主食を生産する人々であるから国家によって保 -0.77 
護されることは当然である。(政府)

12. Mの場方[]か富の平等かのヰ1で一つを選抗するとすればそれは 1-仏83
寓の平等でるある。(政府)

13.不良企業が発生したら失業者が量産されるなど社会的な問題 1-0.83
が発生するので政府が不良企業を放置するよりは支援すること!
がより望ましい態度である。(政府) I 

14.経済の活力のために「小さな政府」となるべきであるという I-1.10 
主張もあるが、それは韓国の状況に合わない。(政府)

15‘政府が企業に対して国有業種そ指定することは企業の競争力 I-l.64 
を弱化させるばかりである。(市場)

* (政府)は政府干渉主義を(市場)ば市場経済主義を意味する

1¥ 
1¥ 



国
舎
議
員
の
政
治
的
信
念
の
研
究

韓
国
の
国
会
議
員
た
ち
の
政
治
的
信
念
は
以
上
の
よ
う
な
政
治
観
・
経
済
観
に
基
づ
い
て
〈
民
主
主
義
i
政
府
干
渉
主
義
型
〉
、
〈
民
主

主
義
市
場
経
済
主
義
型
〉
、
〈
エ
リ
ー
ト
主
義
l
政
府
介
入
主
義
型
〉
、
〈
エ
リ
ー
ト
主
義
i
市
場
経
済
主
義
型
〉
に
区
分
す
る
こ
と
が
で

年

C
ヲ

h
v
o

ま
ず
、
〈
民
主
主
義
l
政
府
干
渉
主
義
型
〉
に
属
す
る
国
会
議
員
は
鄭
祥
容
(
民
主
・
全
南

光
州
西
)
、
李
海
蹟
(
民
主
、

ソ
ウ
ル

冠

岳
乙
)
、
金
復
東
(
新
民
・
慶
比

大
丘
東
)
、
李
哲
(
民
主
・
ソ
ウ
ル

城
北
甲
)
、
韓
光
玉
(
民
主
・
冠
岳
甲
)
、
金
泳
鎮
(
民
主
・
全

南

康
津

莞
島
)
、
林
采
正
(
民
主
・
ソ
ウ
ル

藍
原
乙
)
、
趨
世
衡
(
民
主
・
ソ
ウ
ル

城
東
乙
)
、
金
元
雄
(
民
主
・
忠
南

大
田

大

徳
)
、
金
期
午
(
民
主
・
ソ
ウ
ル

九
老
丙
)
、
朴
錫
武
(
民
主
・
金
南

霧
安
)
、
張
永
達
(
民
主
・
全
北

全
州、l

完
山
)
、
十
字
仁
済
(
民

自
・
京
畿

安
養
甲
)
、
任
仕
彬
(
民
自
・
京
畿

東
豆
川

楊
州
)
、
崖
相
容
(
民
自
・
全
国
区
)
、
菱
秀
彬
(
民
主
・
ソ
ウ
ル

城
東
丙
)
、

張
基
旭
(
民
主
・
全
国
区
)
、
宋
千
永
(
民
自
・
忠
南

大
田

東
乙
)
、
朴
啓
東
(
民
主
・
ソ
ウ
ル

江
西
甲
)
、
李
錫
玄
(
民
主
・
京
畿

安
養
乙
)
、
朴
燦
鐘
(
新
民
・
ソ
ウ
ル

瑞
草
申
)
、
金
海
碩
(
民
自
・
慶
北

大
丘
南
)
、
琴
震
鏑
(
民
自
・
慶
北

栄
州

栄
豊
)
、
朴

柱
千
(
民
自
・
ソ
ウ
ル

麻
布
乙
)
、
朴
照
富
(
民
自
・
忠
南

燕
岐
)
、
洪
英
基
(
民
主
・
全
北

任
賓

淳
昌
)
、
柳
俊
相
(
民
主
・
全

南

賓
城
)
議
員
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
国
会
議
員
た
ち
は
、
政
治
的
に
は
民
主
主
義
を
、
経
済
的
に
は
政
府
干
渉
主
義
を
支
持
す
る
態
度
を
示
し
た
。
こ
の
類
型
に

は
野
党
で
あ
る
民
主
党
の
議
員
が
多
い
の
に
、
民
主
党
の
議
員
の
中
で
鄭
祥
容
、
李
海
頭
、
李
哲
、
朴
啓
東
、
李
錫
玄
は
「
運
動
圏
L

出

身
で
あ
り
、
金
泳
鎮
、
林
采
正
、
金
明
午
、
朴
錫
武
、
張
、
氷
達
、
韓
光
玉
、
柳
俊
相
、
張
基
旭
、
洪
英
基
議
員
な
ど
は
過
去
の
朴
正
照
・

全
斗
燥
政
権
の
下
で
「
民
主
化
運
動
L

を
行
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
与
党
議
員
で
あ
る
が
、
李
仁
済
・
宋
千
永
議
員
も
「
民
主
化

韓
国
国
会
議
員
の
政
治
意
識
の
研
究
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一
九

O

運
動
」
を
行
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。

ま
た
「
地
域
区
と
比
較
す
る
と
き
意
味
の
あ
る
特
性
は
発
見
さ
れ
な
い
が
、
〈
民
主
主
義
l
政
府
干
渉
主
義
型
〉
に
は
ソ
ウ
ル
の
中
上
層

以
下
が
住
ん
で
い
る
地
域
と
全
羅
南
道
地
域
出
身
の
議
員
た
ち
が
相
対
的
に
多
い
。
ソ
ウ
ル
は
伝
統
的
な
野
党
地
域
で
あ
り
、
全
羅
南
道

は
紛
年
「
5
・
U
光
州
事
態
」
が
発
生
し
て
以
来
、
政
権
に
最
も
批
判
的
な
地
域
で
あ
る
。

従
っ
て
、
〈
民
主
主
義
政
府
干
渉
主
義
型
〉
の
類
型
は
野
党
議
員
と
し
て
運
動
圏
出
身
や
民
主
化
運
動
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
ソ
ウ
ル

及
び
全
羅
南
道
を
出
身
区
に
す
る
議
員
を
こ
の
類
型
の
理
念
型
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
民
主
主
義
|
市
場
経
済
主
義
型
〉
に
属
す
る
国
会
議
員
は
孫
鶴
長
(
民
自
・
京
畿

光
明
)
、
張
在
植
(
民
主
・
全
国
区
)
、
趨
舜
衡

(
民
主
・
ソ
ウ
ル

道
峰
丙
)
、
金
一
冗
土
口
(
民
主
・
ソ
ウ
ル

道
峰
乙
)
、
柳
惇
佑
(
民
主
・
・
慶
北

安
東
)
、
朴
実
(
民
主
・
ソ
ウ
ル

東

雀
乙
)
、
金
範
明
(
忠
南

論
山
)
、
朴
泰
栄
(
民
主
・
全
南

i牽
陽

長
城
)
、
金
正
秀
(
民
自
・
釜
山

釜
山
鎮
乙
)
、
李
種
賛
(
新
韓

ソ
ウ
ル

鐘
路
)
、
南
宮
鎮
(
民
主
・
全
国
区
)
、
韓
英
株
(
新
民
・
忠
南

瑞
山

泰
安
)
、
権
海
玉

(
民
自
・
慶
南

険
川
)
、
朴
佑
柄

(
民
自
・
江
原

躍
善
)
、
呉
世
鷹
(
民
自
・
京
畿

城
南

盆
唐
)
、
河
舜
鳳
(
民
自
・
慶
南

晋
州
)
、
金
泰
詐
(
民
自
・
慶
南

巨
済
)
、

羅
午
淵
(
民
自
・
慶
南

梁
山
)
、
金
一
広
檀
(
民
自
・
釜
山

海
雲
蓋
)
議
員
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
国
会
議
員
た
ち
は
政
治
的
に
は
民
主
主
義
を
、
経
済
的
に
は
市
場
経
済
主
義
を
支
持
す
る
態
度
を
示
し
た
。
こ
の
類
型
は
政

党
別
に
あ
ま
り
相
違
が
な
く
、
与
党
と
野
党
議
員
が
共
存
し
て
お
り
、
地
域
一
区
別
に
も
あ
ま
り
相
違
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。

八
エ
リ
ー
ト
主
義
政
府
介
入
主
義
型
〉
に
属
す
る
国
会
議
員
は
南
平
祐
(
民
自
・
全
国
区
)
、
金
基
沫
(
民
自
・
江
原

寧
越

平
昌
)
、

慎
順
範
(
民
主
・
全
南

麗
川
)
、
李
敬
載
(
民
主
・
九
老
乙
)
、
洪
思
徳
(
民
主
・
ソ
ウ
ル

江
南
乙
)
、
呉
坦
(
民
主
・
全
北

全
州

徳

津
)
、
慮
仁
焼
(
民
自
・
慶
南

山
清
)
、
溶
享
植
(
民
自
・
慶
北

醒
泉
)
、
朴
明
燥
(
民
自
・
ソ
ウ
ル

麻
布
甲
)
議
員
な
ど
で
あ
る
。



こ
れ
ら
の
国
会
議
員
た
ち
は
政
治
的
に
は
エ
リ
ー
ト
主
義
を
、
経
詩
的
に
は
政
府
介
入
主
義
を
支
持
す
る
態
度
を
見
せ
た
。
こ
の
類
型

は
政
党
別
に
あ
ま
り
相
違
が
な
く
、
与
党
と
野
党
議
員
が
共
存
し
て
お
り
、
地
域
区
別
に
も
あ
ま
り
相
違
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。

〈
エ
リ
ー
ト
主
義
市
場
経
済
主
義
型
〉
に
属
す
る
国
会
議
員
は
鄭
必
根
(
民
自
・
慶
南

晋
陽
)
、
康
容
植
(
民
自
・
全
国
区
)
、
李

協
(
民
主
・
全
北

摘
出
里
)
、
金
鎮
載
(
民
自
・
釜
山

金
井
)
、
星
兼
烈
(
民
自
・
全
国
区
)
、
朴
清
相
(
民
自
・
果
川

儀
旺
)
、
郭
正

出
(
民
自
・
釜
山

西
)
、
金
栄
品
調
(
民
自
・
ソ
ウ
ル

東
大
門
乙
)
、
車
和
俊
(
民
自
・
慶
南

蔚
山

中
)
、
昼
畑
佑
(
民
白
・
釜
山

東

爽

乙
)
、
金
永
光
(
民
自
・
京
畿

松
炭

平
津
)
議
員
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
国
会
議
員
た
ち
は
政
治
的
に
は
エ
リ
ー
ト
主
義
を
、
経
済
的
に
は
市
場
経
済
主
義
を
支
持
す
る
態
度
を
見
せ
た
。
こ
の
類
型

は
政
党
別
に
は
大
き
な
差
異
を
示
し
た
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
あ
ま
り
差
異
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
政
党
別
に
見
る
と
き
、
こ
の
類
型

に
題
す
る
野
党
議
員
は
一
人
だ
け
で
あ
り
、
残
り
は
皆
与
党
議
員
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
与
党
議
員
の
中
で
鄭
必
根
、
金
鎮
載
、
郭
正
出
(
民
自
・
釜
山

西
)
、
車
和
俊
(
民
自
・
慶
南

蔚
山

中
)
議
員
は
企
業

人
の
出
身
と
し
て
市
場
経
済
主
義
を
擁
護
す
る
傾
向
が
、
康
容
植
、
握
兼
烈
議
員
は
言
論
人
の
出
身
と
し
て
エ
リ
ー
ト
主
義
を
擁
護
す
る

傾
向
が
各
々
強
い
こ
と
は
、
国
会
議
員
の
出
身
地
域
に
よ
っ
て
、
特
定
の
政
治
信
念
を
持
つ
こ
と
を
間
接
的
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
類
型
化
さ
れ
た
国
会
議
員
た
ち
を
〈
民
主
主
義
l
エ
リ
ー
ト
主
義
〉
と
〈
政
府
干
渉
主
義
l
市
場
経
済
主
義
〉
の
軸
に
分
布

さ
せ
る
と
、
図
ー
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
図
ー
か
ら
、
韓
国
の
国
会
議
員
た
ち
は
政
治
的
に
は
エ
リ
ー
ト
主
義
よ
り
は
民
主
主
義
を
政
治
的
態
度
に
と
っ
て
い
る
人
が
多
い

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
反
面
、
経
済
的
に
は
政
府
干
渉
主
義
と
市
場
経
済
主
義
に
対
す
る
態
度
は
ほ
ぼ
均
等
に
分
布
し
て
い
る
。
し
か
し
、

政
治
的
態
度
が
経
済
態
度
よ
り
強
く
表
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
韓
国
国
会
議
員
の
政
治
意
識
は
経
済
観
よ
り
は
政
治
観
に
よ
っ
て
主
に
決

韓
国
国
会
議
員
の
政
治
意
識
の
研
究

九



図1 政治観及び経済観に基づいた国会議員の類型化
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定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

四

要
約
及
び
結
論

韓
国
開
会
議
員
た
ち
は
エ
リ
ー
ト
主
義
よ
り
は
民
主
主
義
を
政
治
観
と
し
て
信
奉
す
る
人
が
多
い
反
面
、
政
府
干
渉
主
義
と
市
場
経
済

主
義
に
足
分
さ
れ
る
経
済
観
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
均
等
に
分
布
し
て
い
る
。
し
か
し
、
政
治
観
が
経
済
観
よ
り
強
く
現
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

韓
国
の
国
会
議
員
の
政
治
意
識
は
政
治
観
に
よ
っ
て
主
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

与
党
議
員
は
政
治
的
に
は
エ
リ
ー
ト
主
義
を
、
経
済
的
に
は
市
場
経
済
主
義
を
擁
護
す
る
反
面
、
野
党
議
員
は
政
治
的
に
は
民
主
主
義

を
、
経
済
的
に
は
政
府
介
入
主
義
を
擁
護
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
野
党
議
員
の
「
民
主
主
義
l
政
府
介
入
主
義
」
の
態
度
は
与
党

議
員
の
「
エ
リ
ー
ト
主
義
i
市
場
経
済
主
義
し
の
意
識
よ
り
強
い
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
与
・
野
党
議
員
を
問
わ
ず
、
〈
民
主
主
義
1

エ
リ
ー
ト
、
五
義
〉
の
政
治
意
識
が
〈
市
場
経
済
主
義
i
政
府
介
入
主
義
〉
の
経
済
意

識
よ
り
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
政
治
意
識
が
国
会
議
員
の
出
身
地
域
の
間
に
は
意
味
の
あ
る
差
異
が
あ
ま
り
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
但
し
、
寸
民
主
主
義
政

府
介
入
主
義
」
の
穎
型
に
属
す
る
国
会
議
員
た
ち
の
地
域
区
は
野
党
性
を
帯
び
て
い
る
地
域
区
、
例
え
ば
ソ
ウ
ル
の
中
上
層
以
下
が
住
ん

で
い
る
地
域
区
と
全
羅
南
道
の
地
域
区
が
多
い
。

こ
の
よ
う
な
結
果
を
通
じ
て
見
る
と
き
、
韓
国
の
国
会
議
員
の
政
治
意
識
は
主
に
経
済
観
よ
り
政
治
観
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
政
治

観
に
お
い
て
も
エ
リ
ー
ト
主
義
よ
り
は
民
主
主
義
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
国
会
議
員
の
政
治
意

識
は
所
属
政
党
と
関
連
が
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
個
人
的
所
信
に
よ
っ
て
も
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
韓

韓
国
国
会
議
員
の
政
治
意
識
の
研
究

一
九
三



一
九
四

関
政
党
が
理
念
政
党
で
は
な
く
、
大
衆
政
党
と
い
う
事
実
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。


